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－ 市 民 会 議 資 料 － 

平成 23 年１月 22 日 

総合政策部政策審議室 

 

ひとりひとりの市民が主役 オンリーワンのまちをめざして 

 
【ゆめおりプランでの位置づけ】 

 

１編１章１節 市民自治の推進 
      ３節 地方主権の確立 
    ３章１節 計画的都市経営 
  ３編３章３節 文化交流の推進 

 

【個別計画の状況】 

   
個別計画はありません。 

 
【本日の説明項目】 

１． 基本構想・基本計画及び実施計画 

基 本 構 想：市政運営の基本的指針であるとともに、あらゆる市民の諸活

動のよりどころとなるもの。 
基本計画（10か年）：基本構想及び都市像を実現するための基本的な施策展開とそ

の方向を明らかにしたもの。 
実施計画（３か年）：基本計画に定めた施策を実現するための具体的事務事業など

を示すもの。 
 

２． 新基本構想・基本計画 

本市の基本構想・基本計画である「八王子ゆめおりプラン」の計画期間が平成

24年度に終了することから、新たな基本構想・基本計画を策定する。 
 

３． 八王子市都市政策研究所 

  本市の政策や施策に関する調査や市長への提言などを行ってきた「八王子市都市

政策研究会議」を地方分権の進展や社会情勢の急激な変化により的確な対応がで

きるよう、平成 22年４月に「八王子市都市政策研究所」に体制強化。組織内シ
ンクタンクとして政策審議室内に設置した。 

 
４． 市民参加の推進 

市民自治を確立するための基盤である市民参加条例の運用を適切に行い、市政へ

の市民参加の推進を図る。 
 

 ５．都市間連携 

   絹の道を通じた歴史・文化・風土について八王子市、町田市、相模原市による「絹

の道都市間連携研究会」を設置し、それぞれの地域の魅力向上と都市交流の促進

を目的とした調査・研究を行う。 



 

 

市民の皆さんの積極的な参加でまちづくりを 

八王子市 

市民参加条例の概要 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市は、平成 20 年 10 月１日に市民参加条例を施行しました。これは「まちづく

りの主役」である市民の皆さんが、より一層市政に参加しやすい環境を整備するための

もの。市民の皆さんとの協働によるまちづくりを、さらに進めていきます。 

このパンフレットでは、条例の概要や条例で定める市民参加の方法などを紹介します。 

 

 市はこれまでも、公募市民の皆さんによる「ゆめおり市民会議」を設置し、市の基本構想・基本計画

を策定するなど、市民参加はさまざまな場で行われ、市民の皆さんの声を政策に反映してきました。今

後より一層、市民参加を基本とした市政運営を行うため、市民参加条例を制定しました。条例の策定に

あたっては、公募市民などで構成する「市民参加のしくみづくり検討委員会」を設置し、その提言を踏

まえ条例の素案を策定。その後、市民の皆さんからご意見を募集し、検討を重ねて作成しました。 

 条例では、市の重要な政策について、市民の皆さんのご意見やご要望を市政に反映するための基本的

な手続きを定めています。今後は、市民の皆さんと市がよりよいパートナーとして、お互いの知恵を出

し合いながら、まちづくりを行っていきます。 

 

 

 

お問い合わせ 八王子市総合政策部政策審議室 

電話：042-620-7200 FAX：042-627-5939 

E-mail：b015000@city.hachioji.tokyo.jp 



 

 

前文：前文の中では、市民参加条例の基本的な考え方として、以下の４つの原則を定めています。 
・「情報共有」：市と市民は、市政に関する情報を共有します。 

・「自発的・自主的」：市民が自発的・自主的に参加できることとします。 

・「市民の皆さんが参加」：市民の皆さんが自由に参加できるよう、可能な限り配慮します。 

・「信頼と共感」：市民参加を通じて市民と市、市民と市民の間に生まれる信頼と共感を大切にします。 

第１条 目的：市民参加に関する基本的な事項です。 

第２条 定義：条例中の用語を明らかにしています。 

第３条 市の責務：市の責務を定めています。 
・市民参加を基本とした市政運営 

・市民参加しやすい環境の整備 

・市政情報の公表または提供、説明責任 

第４条 市民の責務：市民の責務を定めています。 
・責任と自覚を持った市民参加 

・互いの立場の尊重 

第５条 市民参加の方法：市民参加の方法を以下の６つにまとめて定めています。 
（１）パブリックコメント手続 （２）審議会等 （３）市民会議 （４）ワークショップ （５）公聴会・説明会 

（６）アンケート調査など ※詳しくは、下記の第８条～第 10 条と、次のページをご覧下さい 

 

第６条 立案過程における市民参加・第７条 実施及び評価過程における市民参加 
：以下の４つのような計画、条例等の案の立案過程、実施や評価の過程で、第５条で定める市民参加の方法から、適切

なものを効果的に行うことを定めています。なお、市民参加の適用除外事項についてもここで定めています。 

（１）市の基本的な計画の策定・変更 （２）基本的、重要、市民の権利・義務に係る条例の制定・改廃 

（３）大規模な公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更 （４）その他実施機関が必要と認めるもの 

 
第８条  
パブリックコメント手続：手続に

ついて以下の点を定めています。 
・実施情報の公表 

・匿名の原則禁止 

・意見提出期間 

・提出意見の取扱 

第９条 審議会等：審議会等につい

て以下の点を定めています。 

・委員の公募 

・幅広い人材登用、透明性・信頼性確保

・会議の原則公開 

・会議開催の事前公表 

・会議録の作成・閲覧 

第１０条 
その他の参加方法 
：新しい手法が、より

効果的と認められる

ときは、これを積極的

に用いるよう努める

ことを定めています。

第１１条 推進審議会の設置等：審議事項や組織などを定めています。 ※詳しくは次のページをご覧下さい 

第１２条 条例の見直し・第１３条 委任：より良い条例とするための見直しに関する規定などです。 

●条例の概要～「情報共有」「自発的・自主的」「市民の皆さんが参加」「信頼と共感」が基本原則～ 

 条例では、市民の皆さんと市が情報を共有したうえで、自発的・自主的に参加できることを規定。 

市民と市、または市民と市民のお互いが信頼し、共感することを基本原則としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例の理念や基本的な考え方 

市民参加の方法や参加の対象・適用除外事項について 

市民参加条例の適切な運用に向けたしくみ 

その他の手続きなど 



 

 

パブリックコメント 

（意見公募制度） 

 市が作成する重要な計画・条

例案などに対して、意見や要望

を提出する方法です。 

これにより、重要な政策を決

定するまでの過程の透明性も

高まります。また、検討した結

果内容は公開。さまざまな意見

に対する市の考え方も確認で

きます。 

ワークショップ 

 参加者同士が自由な議論や

共同作業を行ったりして、互い

に学びあいながら施策などに

意見を述べる方法です。 

参加する市民の皆さんが議

論するだけでなく、体験などを

通じて互いの理解を深めるこ

となども可能です。様々な経験

を持つ方が参加し、実施される

ため、施策への理解を一層深め

ることができます。 

公聴会・説明会 

 公聴会などの公開の場で、意

見を述べたり、交換したりする

ことができる方法です。 

内容によっては地域ごとに開

催するなど、少しでも多くの方

に参加していただき、意見を伺

います。 

アンケート調査など 

 無作為に抽出された市民の

方が、市が行うアンケート調査

などに回答する方法です。これ

は市民の皆さんの意識や実態

を広く把握する必要があると

きに実施します。 

 また、事業の内容によっては

皆さんが活躍している場など

に職員が直接出向き、聞き取り

を行うヒアリング調査も行い

ます。 

審議会等 

 市の政策を審議する審議会

や委員会に出席して、市民委員

として意見や要望などを発言

する方法です。これにより、政

策などの策定段階から幅広く

市民の皆さんからの意見を反

映させることができます。 

市民会議 

 会議に直接加わって、参加す

る市民の皆さん自身で会議を

運営し、報告書や市の重要な計

画書・条例の素案などを作成す

る方法です。 

これは市民の皆さん自らが

課題解決に向けて具体的に行

動することが必要な施策を検

討するときなどに、より多くの

市民の皆さんの参加を得なが

ら実施します。 

●「市民参加推進審議会」について

 市民参加条例の適切な運用を図るために設置されるものです。推進審議会は、市長の諮問に応じ、以下

の事項についての審議を行います。委員は、公募による市民と学識経験者などで組織されます。 

 （１）市民参加条例の運用に関すること 

 （２）新たな市民参加の方法に関すること 

 （３）その他、市民参加の推進に関し必要な事項 

 

条例策定の考え方や、市民参加の方法などについて、より多くの皆

さんに知っていただこうと、「市民参加条例の概要と市民参加の方法に

ついて」をテーマに、出前講座を行います。申込方法など、詳しくは

政策審議室までお問い合わせください。 

市民参加の方法 
※ 実際の募集内容や実施時期など

は、それぞれの事業を実施する担当課

が「広報はちおうじ」や、市のホーム

ページなどでお知らせしていきます。

●市民参加の方法 

 市民参加条例では、市民の皆さんのご意見やご要望を反映するための方法を６つにまとめています。 

このほかにも効果的な方法がある場合には、市民参加推進審議会で検討し、積極的に取り入れていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●条例の出前講座を実施 



 

 

八王子市市民参加条例  －全文－ 
３ 前項第１号の規定により市民参加の対象としなかったときは、その

理由を公表しなければならない。 

（実施及び評価過程における市民参加） 

第７条 実施機関は、前条第１項各号に掲げる計画、条例等が策定され

た後、その実施及び評価の過程においても、参加方法のうち、より適

切なものを効果的に行うものとする。 

（パブリックコメント手続） 

第８条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするとき

は、あらかじめ、対象とする事案その他別に定める事項を公表しなけ

ればならない。 

２ パブリックコメント手続により意見を提出する市民は、原則として

住所及び氏名を明らかにしなければならない。 

３ パブリックコメント手続における意見の提出期間は、30 日以上と

し、意見の提出を求める事案の内容に応じて適切に定めるものとする。

ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により 30 日

の期間を確保できない場合は、この限りでない。 

４ 実施機関は、前項ただし書の規定により意見の提出期間として 30

日を確保できない場合は、その理由を公表しなければならない。 

５ 実施機関は、提出された意見の検討を終えたときは、速やかに次の

事項を公開するものとする。 

(１) 提出された意見の内容 

(２) 提出された意見の検討結果及びその理由 

６ 前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な

事項は別に定める。 

（審議会等） 

第９条 実施機関は、審議会等を設置する場合は、その設置趣旨及び審

議内容に応じ、原則として公募により選考された市民を審議会等の構

成員とするものとする。 

２ 実施機関は、審議会等の構成員について、幅広く人材を登用するよ

う努めるとともに、透明性及び信頼性の高い運営を行うよう努めるも

のとする。 

３ 実施機関は、審議会等の会議を公開しなければならない。ただし、

公開することにより支障が生じると認められる場合は、この限りでな

い。 

４ 実施機関は、審議会等の会議の開催に当たっては、開催日時、開催

場所、議題等を事前に公表しなければならない。ただし、緊急に会議

を開催する必要がある場合は、この限りでない。 

５ 実施機関は、審議会等の会議の記録を作成し、これを閲覧に供しな

ければならない。ただし、八王子市情報公開条例（平成 12 年八王子

市条例第 67 号）第８条各号に定める非公開情報が記録されていると

きは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。 

６ 前各項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は別に定める。 

（その他の参加方法） 

第 10 条 実施機関は、政策の立案、実施及び評価の一連の過程におい

て、第５条各号に定めるもののほか、より効果的と認められる参加方

法がある場合には、これを積極的に用いるよう努めるものとする。 

（推進審議会の設置等） 

第 11 条 市民参加条例の適切な運用を図るため、市長の附属機関とし

て、八王子市市民参加推進審議会（以下「推進審議会」という。）を置

く。 

２ 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。 

(１) この条例の運用に関すること。 

(２) 新たな市民参加の方法に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関し必要な事項 

３ 推進審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員８人以

内をもって組織する。 

(１) 公募による市民 

(２) 学識経験者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

４ 推進審議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、

委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

５ 前各項に定めるもののほか、推進審議会の運営に関し必要な事項は

別に定める。 

（条例の見直し） 

第 12 条 市は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、

必要に応じ見直しを行うものとする。 

（委任） 

第 13 条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して７月を超えない範囲内において市

規則で定める日から施行する。 

八王子市市民参加条例 

平成 20 年３月 28 日

条例第９号

私たちのまち八王子は、市民と市との協働により、活力にあふれた都

市の実現を目指している。 

これまでも、市政への市民参加は、様々な場で行われてきたところで

あるが、市民の多様な価値観を地域の特性として活かし、豊かな社会を

創造するためには、市民の意見が、市政に的確に反映される仕組みを構

築する必要がある。 

この仕組みは、市民と市が情報を共有して運用され、市民が自発的、

自主的に、かつ、自由に参加することができ、市民と市又は市民と市民

が互いに信頼し、共感することを基本原則としなくてはならない。 

ここに、市政への参加が市民の権利であり、市民自治の基本原理であ

ることを確認するとともに、市民参加をより一層確かなものとし、市民

との協働によるまちづくりを進めるため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることによ

り、市民の市政への参加を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又

は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。 

(２) 市民参加 政策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市

民が市政にかかわることをいう。 

(３) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監

査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、市民参加を基本とした市政運営を行うものとする。 

２ 市は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。 

３ 市は、市政に関する情報を市民に分かりやすくかつ積極的に公表し、

又は提供するとともに、市民に対する説明責任を果たすものとする。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、責任と自覚を持って市民参加するよう努めるものとす

る。 

２ 市民は、互いの立場を尊重し市民参加するよう努めるものとする。 

（市民参加の方法） 

第５条 この条例における市民参加の方法は、次のとおりとする。 

(１) パブリックコメント手続（政策の立案に当たり、実施機関が、事

前にその趣旨、内容その他必要な事項を公表し、市民に意見を求め、

政策を意思決定するとともに、提出された意見とそれに対する市の

考え方を公表する手続をいう。以下同じ。）の実施 

(２) 審議会等（法令、条例等に基づき設置された審議会、協議会等を

いう。以下同じ。）の開催 

(３) 市民会議（会議に参加した市民自身が会議を運営し、報告書、計

画書、条例素案等を作成するための会議をいう。）の開催 

(４) ワークショップ（市民と市又は市民と市民が、議論し、また、実

際に体験することで、互いの理解を深めるグループによる学びと創

造の方法をいう。）の実施 

(５) 公聴会、説明会の開催 

(６) アンケート調査、聞き取り調査その他の広聴活動 

（立案過程における市民参加） 

第６条 実施機関は、次の各号に掲げる計画、条例等の案の立案過程に

おいて、前条各号に定める市民参加の方法（以下「参加方法」という。）

のうち、より適切なものを効果的に行うものとする。 

(１) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画

の策定又は変更 

(２) 市政に関する基本方針を定め、市民の生活若しくは事業活動に直

接かつ重大な影響を与え、又は市民に義務を課し、若しくは市民の

権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 

(３) 大規模な公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更 

(４) 前３号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、

市民参加を要しないものとする。 

(１) 緊急に行う必要があるもの 

(２) 法令の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づ

き行うもの 

(３) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

(４) 実施機関内部の事務処理に関するもの 

(５) 軽易なもの 
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－ 市 民 会 議 資 料 －        

平成 23 年１月 22 日 

総合政策部広聴広報室 

 

市民参加による市政を推進するために 

 
【ゆめおりプランでの位置づけ】 
 

１編２章１節  説明責任の着実な実行 

 
【個別計画の状況】 

   
個別計画はありません。 

 
【本日の説明項目】 

１． 広聴活動＝市民の声の把握 

① 個別広聴 
 （窓口・電話・Ｅメール・はがき等、団体からの要望、市長への請願） 
② 集団広聴 

（タウンミーティング・げんきフォーラム） 
   ③ 調査広聴 

  （市政世論調査・市政モニター） 
④ その他広聴 

（施設見学会） 
 
２． 広報活動＝市民との情報共有 

   ―多様な媒体を駆使して― 
（情報発信と課題提起） 

   ① 印刷物による広報 
（広報紙・くらしの便利帳など） 

   ② 映像による広報 
（ＣＡＴＶ・施設等での放映） 

   ③ インターネットの活用 
（ホームページなど） 

   ④ パブリシティ活動 
 
３． 広聴・広報の連携 

   ① 広報紙上で広聴活動の結果を公表 
（「みんなの声」欄、世論調査など広聴活動の結果を広報で報告） 

   ② 広報活動に対する市民の声の把握 
      （市政世論調査・市政モニターなどの活用） 
 
 ≪参考≫ 「八王子市市民参加条例」（平成２０年１０月１日施行） 

 
新たな施策

の展開 

※市民への 

周知

※市民の声 

の把握 

施策への 

反映 
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－ 市 民 会 議 資 料 － 

平成 23 年１月 22 日 

総合政策部市史編さん室 

 

新たな八王子市史の編さん 

 
【ゆめおりプランでの位置づけ】 

 

  ３編３章２節 市史編さん 

 

【個別計画の状況】 

 

 八王子市史編さんの基本的な考え方－市史編さん基本構想－ 

 （計画年度 平成 21 年度～平成 28 年度：公募市民２人を含む八王子市市史編さん

審議会の答申を受けて策定） 

 

 八王子市史編集方針 

 （計画年度 平成 21 年度～平成 28 年度 市史編さん基本構想の内容を踏まえ、八

王子市市史編集委員会で素案を作成） 

 

【本日の説明項目】 

 １．新たな八王子市史の編さんについて 

 



    

市民会議資料  

－市史編さん室－ 

出展：暮らしの便利帳（平成 22 年度版） 





平成 23 年 1 月 22 日 

市政概要説明会資料 

総合政策部市史編さん室 
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八王子市史編さんの基本的な考え方 －市史編さん基本構想－ 

 

平成２１年１２月１日決定 

 

１．策定の趣旨 

この基本構想は、新たな八王子市史（以下「市史」という。）編さんを行う

にあたり、八王子市の市政運営の基本構想である「八王子ゆめおりプラン」に

示されたまちづくりの基本理念「人とひと、人と自然が共生し、誰もが活き活

き生きるまち」を踏まえ、市史編さんの方向性を示すとともに、市史編さん事

業のよりどころとするために策定するものである。 

 

２．市史編さんの目的 

  市史編さんの目的は以下のとおりとする。 

（１）八王子市制１００周年記念事業として行い、広い視野から八王子の歴史

的な位置を明らかにするとともに、市民の地域に対する理解を深め、市民

自らが行うまちづくりに役立てる。 

（２）八王子の自然や歴史、伝統文化を改めて見直すことにより、八王子市の

発展と文化の向上に資する。 

（３）八王子に関する有形、無形の歴史資料を整理、保存、管理し、後世に伝

えるとともに、現在及び将来の活用を図る。 

 

３．市史編さんの基本方針 

  市史は、以下の基本方針に基づき編さんする。 

（１）昭和３８年から４３年にかけて刊行された既刊の『八王子市史』をはじ

め、これまでの市内外の諸研究を参考とするとともに、各学問分野におけ

る最新の成果を盛り込み、生活する市民の視点から、改めて編さんする。 

（２）昭和６０年から平成４年にかけて刊行された『八王子の空襲と戦災の記

録』、『八王子市議会史』、『八王子千人同心史』については、その成果を活

かして編さんする。 

（３）広く市民に親しまれ、まちづくりや生涯学習、学校教育等で活用される

市史を編さんする。 

（４）各分野の専門家の執筆による、質の高い学問レベルに耐えうる内容を保

ちながら、平易な文章で読みやすい市史を編さんする。 

（５）写真や図版を多く取り入れるほか、ＤＶＤ等のニューメディア活用も考

慮して、市民が親しみやすい市史を編さんする。 
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（６）政治、経済、行政史に偏ることなく、地域に生きた人々の視点から編さ

んする。 

（７）八王子の地域的、歴史的、文化的な特性に配慮しながら編さんする。 

（８）資料は、国内外から広く収集し、有形のものだけでなく、伝承など無形

のものにも配慮して収集する。 

（９）編さんの過程で調査、収集した資料は、将来に向けて公文書館などの施

設の整備を図り、適正に保存、管理し、広く市民に公開して活用につとめ

る。 

 

４．市民協働 

  市史編さんにあたっては、生活する市民の視点からの編さんを行うため、

以下の方針により市民協働をすすめるものとする。 

（１）市民や地域、大学と協働し、地域の歴史を掘り起こすことにつとめる。 

（２）市民によるボランティアの活用を図る等、市民参加、参画の機会の拡大

につとめる。 

（３）地域の研究団体や個人、学校などと連携し、編さん事業の普及につとめ

るとともに、次世代に向けた人材育成を図る。 

 

５．市史の内容 

（１）市史は、本編８冊、資料編６冊の全１４冊とする。 

 〈本 編〉 １．原始・古代   〈資料編〉 ９．原始・古代 

       ２．中世           １０．中世 

       ３．近世（上）        １１．近世１ 

       ４．近世（下）        １２．近世２ 

       ５．近現代（上）       １３．近現代１ 

       ６．近現代（下）       １４．近現代２ 

       ７．自然 

       ８．民俗 

（２）本編の時代区分及び主な内容は「別表１」のとおりとする。 

（３）本編及び資料編の有償・無償の別、発行部数等については、別に定める

こととする。 

 

６．市史編さんの期間及び刊行計画 

（１）市史編さんの期間は、八王子市制１００周年を迎える、平成２８年度ま

でとする。 

（２）本編及び資料編の刊行計画は「別表２」のとおりとする。 
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（３）刊行計画については、資料の収集状況や資料調査の進捗状況等を勘案し、

およそ３年後を目途に見直しを行うこととする。 

 

７．頒布方法 

  市史の頒布にあたっては、市民が購入しやすい価格設定、方法となるよう

つとめるものとする。 

 

８．付帯事業 

（１）市史編さんの付帯事業として、編さん事業の市民への普及を図るための

『市史研究』『市史編さん室だより』、市史本編及び資料編を補完するため

の『資料目録』『調査報告書』等を刊行する。 

（２）市史の市民への普及を図るため、写真や図版を中心に編集した市史普及

版や歴史年表などの刊行について検討する。 

 

９．編さん組織 

  市史編さんに伴う組織は、以下のとおりとする。 

  （１）市史編さん審議会 

     市長の諮問に応じ、市史編さんの基本的な事項について調査審議し、

答申する。 

  （２）市史編集委員会 

     市史編さん審議会を代表する者及び専門部会を代表する者で構成し、

市史の内容や具体的な編集方針等、市史の編集に関する重要で専門的

な事項について協議する。 

  （３）専門部会 

     分野別、時代別に設置し、本編及び資料編に関する資料調査並びに

執筆等を行う。 

  （４）顧問 

     八王子に関して深い学識を有する者から選任し、市史編さんに対す

る指導、助言を行う。 

 

１０．事務局 

  市史編さんの事務局は、総合政策部市史編さん室とする。 

 

１１．その他 

  市史編さん事業を進めるにあたっては、この「基本的な考え方」の趣旨を

広く多様な市民に伝えるようつとめるものとする。 



20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

　１．「原始・古代」 資料収集・調査・分析　 ○

　２．「中世」 〃 ○

　３．「近世（上）」 〃 ○

　４．「近世（下）」 〃 ○

　５．「近現代（上）」 〃 ○

　６．「近現代（下）」 〃 ○

　７．「自然」 〃 ○

　８．「民俗」 〃 ○

　９．「原始・古代」 〃 ○

　10．「中世」 〃 ○

　11．「近世１」 〃 ○

　12．「近世２」 〃 ○

　13．「近現代１」 〃 ○

　14．「近現代２」 〃 ○

資
料
編

内容

本
編

　別表２　刊行計画

時代や主な内容

　環境、地質、動植物、気象など

　旧石器時代から平安時代まで

　３．「近世（上）」

　５．「近現代（上）」

　江戸時代

　明治維新から現代まで

　年中行事、人の一生、民俗信仰、生業、近隣組織、民俗芸能など

　別表１　本編の構成と主な内容

　２．「中世」

　４．「近世（下）」

　６．「近現代（下）」

　８．「民俗」

　鎌倉時代から戦国時代まで

構成

　７．「自然」

　１．「原始・古代」
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